
平成 23年（2011 年）1月 25日（7）第 243 号 足 立 区 議 会 だ よ り

委員会名 日程
主な内容

審査 報告 その他議案請願陳情

総 務 委 員 会

11 / 4（ 木） 7 2 　
11 / 29（ 月） 4 　
12 / 8（ 水） 3 1 7 8 　
12 / 9（ 木） 1
12 / 20（ 月） 3

区 民 委 員 会 11 / 4（ 木） 2 3 　
12 / 8（ 水） 1 4 5 　

産 業 環 境 委 員 会 11 / 5（ 金） 4 2 　
12 / 10（ 金） 4 6 　

厚 生 委 員 会 11 / 5（ 金） 1 1 8 4 　
12 / 13（ 月）10 2 8 4 　

建 設 委 員 会 11 / 2（ 火） 2 4 　
12 / 13（ 月） 6 2 9

文 教 委 員 会 11 / 8（ 月） 1 8 8 　
12 / 14（ 火） 1 8 7 　

予 算 委 員 会 11 / 9（ 火） 所管事務の調査について
12 / 7（ 火） 3 2 　

議 会 運 営 委 員 会

11 / 1（ 月） 1 第４回定例会について
11 / 24（ 水） 第３回臨時会および第４回定例会について
11 / 29（ 月） 第３回臨時会について
12 / 1（ 水） 第４回定例会について
12 / 9（ 木） 1 第４回定例会について
12 / 17（ 金） 第４回定例会について

交通網・都市基盤整備調査特別委員会 11 / 10（ 水） 1 2 　
12 / 15（ 水） 1 3 　

子ども施策調査特別委員会 11 / 11（ 木） 3 4 　
12 / 16（ 木） 3 　

防犯・安全対策調査特別委員会 11 / 10（ 水） 2 　
12 / 16（ 木） 2 　

今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
（
全
文
）

　

今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
提
出
し
ま
し
た

北
朝
鮮
に
よ
る
韓
国
・
延
坪
島

砲
撃
に
関
す
る
意
見
書

　

北
朝
鮮
は
11
月
23
日
、
韓
国
の
延

坪
島
及
び
そ
の
周
辺
海
域
へ
砲
撃
を

行
っ
た
。
そ
の
被
害
は
、
韓
国
軍
の

基
地
及
び
兵
士
の
み
な
ら
ず
、
民
間

人
や
市
街
地
に
も
及
ん
で
い
る
。

　

朝
鮮
戦
争
の
休
戦
協
定
を
遵
守
し

な
い
今
回
の
砲
撃
は
、
わ
が
国
を
含

む
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
に
と
っ

て
重
大
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
。

北
朝
鮮
が
た
と
え
ど
の
よ
う
な
言
い

訳
を
し
よ
う
と
も
、
民
間
人
を
巻
き

込
む
武
力
に
よ
る
挑
発
は
、
決
し
て

許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
も
北
朝
鮮
は
、
わ
が
国

の
拉
致
問
題
の
解
決
に
対
し
て
も
誠

意
あ
る
対
応
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、

追
加
的
な
核
実
験
を
禁
止
し
た
国
際

連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
や
六
者

会
合
共
同
声
明
に
違
反
し
て
、
核
実

験
を
行
う
な
ど
、
国
際
的
な
核
拡
散

防
止
体
制
に
対
す
る
重
大
な
挑
戦
を

し
て
き
て
い
る
。

　

国
際
社
会
の
平
和
と
安
全
は
、
人

類
共
通
の
願
い
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
北
朝
鮮
の
暴
挙
に
対
し

て
、
日
本
政
府
は
、
毅
然
と
し
た
外

交
姿
勢
で
臨
み
つ
つ
、
国
際
社
会
と

緊
密
に
協
調
し
、
平
和
的
な
解
決
に

向
け
積
極
的
に
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
、
今
回

の
北
朝
鮮
の
軍
事
的
暴
挙
に
断
固
と

し
て
抗
議
す
る
と
と
も
に
、
政
府
に

対
し
、
外
交
的
・
政
治
的
な
努
力
に

よ
っ
て
こ
の
事
態
を
解
決
す
る
取
り

組
み
を
積
極
的
に
行
い
、
関
係
各
国

と
一
層
の
連
携
強
化
に
努
め
る
こ
と

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
外
務
大
臣
あ
て
）

12
月
９
日
議
決

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

の
軽
減
措
置
の
継
続
を
求
め
る

意
見
書

　

区
民
や
区
内
小
規
模
事
業
者
を
取

り
巻
く
環
境
は
、
長
期
的
な
景
気
の

低
迷
と
、
世
界
規
模
の
経
済
状
況
の

悪
化
に
よ
り
依
然
と
し
て
危
機
的
、

か
つ
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
東
京
都
が
実
施
し

て
い
る
「
小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す

る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
」「
小

規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措
置
」

及
び
「
商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下
げ

る
減
額
措
置
」
は
、
区
民
の
過
重
な

税
負
担
を
緩
和
し
、
厳
し
い
経
営
環

境
に
あ
る
小
規
模
事
業
者
に
と
っ
て

も
、
事
業
の
継
続
や
経
営
の
健
全
化

へ
の
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
。

　

東
京
都
が
こ
れ
ら
の
軽
減
措
置
を

廃
止
す
れ
ば
、
区
民
や
区
内
小
規
模

事
業
者
の
経
済
的
・
心
理
的
負
担
は

極
め
て
大
き
く
、
景
気
に
与
え
る
影

響
が
強
く
危
惧
さ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
平
成

23
年
度
以
降
も
継
続
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都

市
計
画
税
を
２
分
の
１
と
す
る
軽

減
措
置

２　

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
２

割
減
額
す
る
減
免
措
置

３　

商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下

げ
る
減
額
措
置

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
東
京
都
知
事
あ
て
）

脳
脊
髄
液
減
少
症
の
診
断
・
治
療

の
確
立
を
求
め
る
意
見
書

　

脳
脊
髄
液
減
少
症
は
、
交
通
事
故

や
ス
ポ
ー
ツ
外
傷
等
の
身
体
へ
の
強

い
衝
撃
が
原
因
で
、
脳
脊
髄
液
が
漏

れ
、
減
少
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
疾
病
は
、
頭
痛
、

め
ま
い
、
耳
鳴
り
、
倦
怠
感
等
、
多

種
多
様
な
症
状
が
複
合
的
に
現
れ
る

と
い
う
特
徴
を
持
つ
。

　

平
成
22
年
４
月
、
厚
生
労
働
省
よ

り
、
本
症
と
わ
か
る
前
の
検
査
費
用

は
保
険
適
用
と
の
事
務
連
絡
が
出
さ

れ
た
が
、
本
症
の
治
療
に
有
効
で
あ

る
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ
療
法
に
つ
い
て

は
、
い
ま
だ
保
険
適
用
さ
れ
ず
、
高

額
な
医
療
費
負
担
に
、
患
者
及
び
そ

の
家
族
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
環

境
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

今
後
は
、
症
例
数
に
お
け
る
中

間
目
標
を
達
成
し
た
厚
生
労
働
省

の
「
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
診
断
・
治

療
の
確
立
に
関
す
る
調
査
研
究
」
事

業
よ
り
収
集
し
た
症
例
か
ら
、
基
礎

デ
ー
タ
を
ま
と
め
、
診
断
基
準
・
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
及
び
ブ
ラ
ッ
ド

パ
ッ
チ
療
法
の
治
療
法
と
し
て
の
確

立
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
下
記
事
項
の
実
現

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

平
成
22
年
度
中
に
脳
脊
髄
液
減

少
症
の
診
断
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

２　

平
成
23
年
度
に
は
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
を
策
定
し
、
ブ
ラ
ッ
ド
パ
ッ
チ

療
法
を
脳
脊
髄
液
減
少
症
の
治
療

法
と
し
て
確
立
し
、
早
期
に
保
険

適
用
と
す
る
こ
と
。

３　

災
害
共
済
給
付
制
度
、
労
働
者

災
害
補
償
保
険
、
自
動
車
損
害
賠

償
責
任
保
険
の
対
象
に
、
脳
脊
髄

液
減
少
症
の
治
療
を
速
や
か
に
加

え
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
総
務
大
臣
、
文
部
科

学
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土
交

通
大
臣
あ
て
）

ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス

１
型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ-

１
）
総
合
対

策
を
求
め
る
意
見
書

　

ヒ
ト
Ｔ
細
胞
白
血
病
ウ
イ
ル
ス
１

型
（
Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
）
は
、
毎
年

１
千
人
以
上
が
命
を
落
と
す
成
人
Ｔ

細
胞
白
血
病
や
、
激
痛
や
両
足
麻
痺
、

排
尿
障
が
い
等
を
伴
う
脊
髄
疾
患
等

を
引
き
起
こ
す
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
。

国
内
の
感
染
者
数
は
100
万
人
以
上
と

推
定
さ
れ
、
い
ま
だ
に
根
本
的
な
治

療
法
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。

　

現
在
の
主
な
感
染
経
路
は
、
母
乳

を
介
し
て
母
親
か
ら
子
ど
も
に
感
染

す
る
母
子
感
染
と
性
交
渉
に
よ
る
感

染
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
母
子
感
染
が

６
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

　

平
成
22
年
10
月
、
厚
生
労
働
省
は
、

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
抗
体
検
査
を
妊
婦
健

康
診
査
の
標
準
的
な
検
査
項
目
に
追

加
し
、
妊
婦
健
康
診
査
臨
時
特
例
交

付
金
に
基
づ
く
公
費
負
担
の
対
象
と

で
き
る
よ
う
通
知
を
改
正
し
、
各
自

治
体
に
発
出
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
全
国
で
感
染
拡
大
防

止
対
策
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
総
合
的
な
対
策

の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
下
記
事
項
の
早
期
実
現
を
強

く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

医
療
関
係
者
や
地
域
保
健
担
当

者
を
対
象
と
し
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
研
修
会
を
早
急
に
実
施
す
る
こ

と
。

２　

Ｈ
Ｔ
Ｌ
Ｖ
‐
１
母
子
感
染
対
策

協
議
会
を
全
都
道
府
県
に
設
置
し
、

検
査
体
制
、
保
健
指
導
・
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
体
制
の
整
備
を
図
る
こ

と
。

３　

相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、

感
染
者
お
よ
び
発
症
者
の
相
談
支

援
体
制
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

４　

感
染
者
お
よ
び
発
症
者
の
た
め

の
診
療
拠
点
病
院
の
整
備
を
推
進

す
る
こ
と
。

５　

発
症
予
防
や
治
療
法
に
関
す
る

研
究
開
発
を
大
幅
に
推
進
す
る
こ

と
。

６　

国
民
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の

普
及
と
理
解
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

７　

発
症
者
へ
の
支
援
、
福
祉
対
策

を
推
進
す
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣

あ
て
）

以
上
３
件
、
12
月
20
日
議
決

委 員 会 活 動

第
３
回
臨
時
会

　

平
成
22
年
11
月
29
日
に
第
３
回
臨
時
会
（
会
期
１
日
）
を
開
会
し
ま
し
た
。

区
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
４
件
に
つ
い
て
審
査
し
、
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。

可
決
し
た
議
案

◇�

足
立
区
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇�

足
立
区
幼
稚
園
教
育
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

◇�

足
立
区
長
等
の
給
料
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

◇�

足
立
区
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給

料
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

以
上
、
４
議
案
は
そ
れ
ぞ
れ
給

与
を
改
定
す
る
も
の

第３回臨時会の様子


